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要　 　旨

　消費者金融は金融制度改革の過程のなかで、経済成長に伴 う消費者の多様な ニ
ーズが高まる につ

れ、その活 1生化が提起されるのが一般的現象である 。 日本の場合もその 例外で はない 。 日本の消費

者金融業は、 1983 年に施行され た 「貸金業二 法」 を契機に新 たな定義と行動規範が与え られ 、

健全化に向けて再ス タ
ー

トした以 降、着実な成長を挙げ て 非常に需要主 導的で か つ 革新 1生が強い分

野と して成長 してきた 。こ のため 、金融ビ ッ グバ ン を契機に銀行な どの金融機関、外資系な どが消

費者金融業へ の参入を図 っ て い る 。 それに比べ て韓国の金融制度 は、その時期と程度に差異にはあ

るとしても、日本が経験 してきたの と同じような金融制度改革の過程をたど っ て ぎて い る 。 そこで、

所得水準の 向上 とそれ に伴う金融 ニ
ーズの 多様化などに起因 して 、消費者金融に対する ニ ーズが高

まる に つ れ、金融制度の側面で消費者金融の問題 を体系的に検討 しなけれ ばならない状況 に直面 し

ている 。

　韓国における消費者金 融の展開週程を 、日本との比較を 中心 に、金融制度改革の進展と関連 して

考察 して みると、さまざまな問題がある こ とがわ かる。それは基本的には消費者金融の概念が不明

瞭なばかりでなく、制度的にも明確に整備されて い ない と い うこ とに起因 して い る。韓国の消費者

金融業がもつ 根本的な問題点の もう一
つ は、種々の制度金融機関が部分的に消費者金融業に参入 し

ている ものの、フ ァ イナン ス会社などの私金融性格の非制度金融機関を除けば消費者金融業を専門

的に取 り扱 う機関がな い というこ とであ る。しか し、中心的役割を遂行 して い る フ ァ イナンス会社

な どは、本来の設立目的か ら外れ て 不正 に資金を調達 ・
運 用する こ とによ っ て金融事故が発生する

な ど、さまざまな社会的問題を引き起こ して い る、そ こ で 、韓国の 政府当局は関 連法規を整備する

こ と に よ っ て こ の フ ァ イナ ン ス会社の 問題を解決 しよ う して い る が、それ だけ で は不 十分で ある。

　今後、日本の 経験か らみ るよ うに 、韓国 の 消費者金融業が健全 な発展を追求す るため には、何よ

りもまず消費者金融に対す る概念と役割を明確に した上で 、消費者金融業を専門 的に取 り扱 う機関

を制度金融圏に吸収す べ きであろ う。そのため には、日本の貸金法の よ うな法制の整備を講 じる べ

きで あろ う。

は じめ に

　日本の経験か らみる と、消費者金融は経済成長

に伴う消費者の多様な ニ
ーズが高まる に つ れ 、そ

の活性化が提起されるの が一般的現象である 。 韓

国の場合もそ の例外で はない 。 つ まり韓国の場合、

消費者金融の歴史が浅いた め にそ の概念が不 明瞭

な ばか りで な く、制度的にも明確に整備されて い

ない 。 しか し1980 年以降、所得水準の 向上とそ

れに伴 う金融ニ ーズの 多様化 など に起因 し て 、日

増 しに増大する消費者の金融ニ ーズ を充足するた

めに、金融制度の 側面で 消費者金 融の問題 を体系

的に再検討 しなければな らない状況に直面する こ

とにな っ たわけで ある 。

　この ような観点に基づ き、本報告で は韓国にお
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ける消費者金融の さまざきな問題を、日本との比

較を中心 に、金融制度改革の進展 と関連 して考察

を試みる。それ によ っ て 、今後の韓国にお ける消

費者金融の 発展方向を提示するこ とが、本報告の

一
つ の 目的である とい えよう 。

1．日本の金融制度改革と消費者金融の展開

　 日本の 消費者金 融 は 、 1950 年 代 後半か ら

1960 年代前半にかけて導入された とし、われ てい

る 。 つ まり、 1959 年の「国民所得倍増計画」の発

表以来、消費生活の水準が著 しく向上 して耐久消

費財の 需要が増加 し、経済は高度成長期を迎えた 。

この ような高度成長期において大量生産 ・穴量消

費が叫ばれ、と くに 1964 年の東京オ リン ピ ッ ク

を契機に レジ ャ
ーにも国民の 関心が向きは じめる

つ れ、消費者向けの無担保貸付を行 う消費者金融

が相次ぎ登場することにな っ た 。

　高度成長期における日本の 金融シス テムは、輸

出 ・
投資主導型の 高度成長 を経済目標と して 、金

利規制、内外金融市場の分断とい っ た金融の枠組

み によ っ て強 く支 え られ て いた 。つ ま り日本の金

融シ ステムは 、専業 ・分業主義の基 に  間接金融

の優位、  オーバーボロ イン グ、  オーバ ーロ ー

ン 、  資金偏在とい う金融構造の現象面で の特色

を維持 しながら、い わゆる護送船団方式により運

営され てきた。この ように、金融制度面 で の中心

は相変わ らず企業金融にあ っ たた め、相対的に疎

外され た消費者向け の 消費者金融が発展す る こ と

にな っ たともい える 。

　 日本の経済は 二 度の オイル
・シ ョ ッ クを経験す

る ことによ り、低成長期へ と移行 して ゆぎ 、本格

的な構造転換を図る こ とにな っ た 。

一
方、消費者

金融業は消費者を夕 一ゲ ッ トと した新規参入が相

次ぎ、信販会社、銀行系クレジ ッ ト会社、さ らに流

通業までが こ の 分野 に 参入 し、急激な拡大を促進

とげ た 。 それ には消費者金 融業へ の 参入が 申告だ

けで もできたとい うこ とも一
つ の 要因で あると思

われ るが、と に か く消費者金 融業 はオ イル ・シ ョ

ッ ク後も根強い資金需要に支え られ、高い成長を

続けた 。 それは、消費者向け貸付残高の変化 トレ

ン ドをみ て もわ かる 。 すな わち 、 1975 年 に

4 ，660 億円で あ っ た貸付残 高が 1984 年 には 3

兆 5，000 億円へ と 10年ぶ りに 7．5倍 に増加 しい

るω
。

　しかし、このような急成長の 一方で 年利 100 ％

を越 え る法外な高金利、安易な与信による過剰貸

付、苛酷な 取 り立て な どで 多重債務者や個人破産

者が増えるととも に 、 借金苦によ る夜逃げ、一
家

離散や家族同伴自殺などさまざまな問題が発生 し

た 。 この ように消費者金融業界の取組姿勢が社会

問題化したことを契機として 、それまで野放 し状

態だ っ た消費者金融によ うや く法の網がかけ られ

る ことにな っ た。 1983 年に施行された 「貸金業

二 法 （貸金業の 規制等 に関する法律）」がそれ で

ある 。 これにともない 貸金業を営む業者に つ いて

登録制度が導入され、批判 が厳 しか っ た過剰融資

や暴力的な取 り立て にも制 限が加 えられ、高金利

に つ いて も年利 109 ．5010まで許容されていた金利

を三段階で上限40 、004010にま で引き 下げた 。 こ

れにより、消費者金融業界は大 きなシ ョ ッ ク受け

た 。 大蔵省の通達などに基づ き銀行、生 命保険会

社などの金融機関が消費者金融業者に対する融資

を回収する措置を取ることで、資金調達の パイプ

がな くな っ た消費者金融業界は倒産ラ ッ シ ュ に巻

き込 まれた 。1983 年に約 220 ，000 社あ っ た消費

者金融業者が 1986 年には 52 ，000 社へ と減少し

だ
2｝

。

　 こ の ように 貸金 業法を制定 した背景には、法整

備による 問題 業者の排除が ある こ とは 言うまで も

ない が、こ こ で 見逃 して ならない の は 、金融制度

改革と い う側面にお ける大蔵省の 意志が強く反映

されたとい うこ とであろ う。 つ ま り 1980 年代以

降、金 融の 自由化 ・
国 際化の 進展に つ れ、金融機

関相互間の 関係が補完関係か ら競争関係に変わる

こ とによ っ て 、業務範囲の 問題 が業際問題、垣根

問題 と して 次第に表面化す る 状況で 、非制度金 融
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市場 （韓国では私金融市場 とよぶ）の性格を持ち、

しかもさまざまな社会的問題 をもた らした消費者

金融を野放 し状態の まま放置する ことは金融制度

改革の趣旨にも適わなか っ たの で あ る。そこ で 、

消費者保護を名目と して 消費者金融を制度圏に引

き込むととも に、健全な消費者金融市場を育成す

るため に、貸金 業規制を施行 したとい えよう。 そ

れによ り、消費者金融業界は新たな 定義と行動規

範をあ たえ られ、大手
・
中堅 業者を 中心 に与信ノ

ウ八 ウの 蓄積やきめ細やかな融資相談 、 カウン セ

ラーを実施するなど健全化 に向けて再スター トす

ることにな っ た 。

　バブル経済崩壊以降、消費者金融業界は戦後最

悪の不況といわれる にもか かわ らす、巨額の不良

債権を抱え込むことも な く、着実な成長を 挙げて

きた 。その 環境要因と して は 、   超低金利の資金

調達、  バ ブル経済崩壊の後遺症で銀行などの金

融機関が本業か ら大き く外れなか っ たことなどの

外的環境要因に加え、  無担保融資の基に、全国

信用情報セン ター連合会の 自動貸出審査シ ステム

が提供する顧客信用情報の利用 、無人自動契約受

付機の利用な どの与信ノ ウ八 ウの 蓄積およ び債権

管理の システム化、ネ ッ トワークの 高度利用、  こ

れらを含め た企業経営の効率化などの 内的環境要

因が挙げられる 。 最近の野村総合研究所の調べ に

よると、消費者金融を利用 する顧客はざ っ と600

万人、潜在顧客は 1，800 万 人 に達する〔3｝。一方、

消費者業界は 1991 年に施行され た改正 出資法を

契機に中堅
・中小業者の淘汰が進み、大 手業者中

心 に再編され て いる。最近で 大手上 位で 市場全体

の 約 600 ／o を 占有 して おり、7 ，000 を越える中小

業者と市場を二 分 して い る 。

　 1990 年代後半以降、い わ ゆる 「日本版ビ ッ グ

バ ン」の進展により、消費者金融業界は新 しい 局

面 に入 っ て い る とい えよう。 「日本版 ビ ッ グバ ン」

によりすべ て の 金融機関の垣根が撤廃され、相互

参入 が認 められたか らである 。 金融自由化 ・
国際

化の進展 、特に金融持株会社制度の 導入を契機と

して消費者金融市場を占める のは もはや消費者金

融会社だけ で は な い と い う状況にな っ た （表 1参

照）。企業向け の 融資が主体で あ っ た銀行な どの

金融機関の ほかに、外資系、メーカー、コ ン ビニ 、

ス
ーパ ーなどが消費者金融市場 へ の参入を 図 っ て

い る 。 この よ うな動き に対 して、消費者金 融会社

がも っ てい る与信ノウ八 ウが一
朝
一

夕で得 られる

も ので はな く、しかも ヒ ト ・モ ノ ・カネの 新たな

投資、と くに個人与信の ノウハ ウをもつ 人材 の確

保が困難を極めると予想されるため、それほど容

易には消費者金融市場へ と参入 できない との見 方

が多い
（4〕

。 しか し、2000 年 6月 の改正 出資法の

施行を契機 に上 限金利が40 ．0040／oか ら29 ．2010

に引き下げられ る につ れ 、大 手 業者による 中堅
・

中小業者の買収 が相次いで いる こ とか らもわ かる

ように 、 今後消費者金融市場をめぐ っ て 、 本業あ

るいは他業態との 提携 、 合併などが進展するにつ

れ 、 業界再編が加速するこ とになろう。

n ．韓国 にお け る金融制度改 革 と消費者金融の

　展開

　それぞれ の 国で金融シス テム に差異があ っ たと

しても、市場経済を指向す る こ とにな れ ば、究極

的には市場中心の 金融シス テム に接近する 。 韓国

の金融システムは、その 時期 と程度にはちがいが

あると しても、日本が経験 して きたの と同 じよう

な金融制度改革の 過程をたど っ てきて いる 。 つ ま

り、  政府主導による規制中心の体制から市場主

導による規制緩和の体制へ と移行 し、  金融市場

に おける主 導的な 主体も、政府 → 金融機関の 供給

側面中心か ら金 融機関 → 金融機関需要者の 需要側

面 中心へ と転換 して い くにつ れ、銀行から非銀行

金融機関お よび資本市場 へ と移転して い く。  そ

の過程で 、金融制度の形態も専業主義的傾向か ら

兼業主義的傾向へ 変化 して い く。特に、最近韓国

で も金融持株会社制度の 導入 を契機と して 金 融機

関の垣根が撤廃 され、相互参入が認め られること

にな っ た 。 こ の ような金融制度改革の 過程の なか
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で 、経済成長に伴う消費者の 多様な ニ
ーズが高ま

る に つ れ、消費者金 融の 活性化が提起され る こと

にな っ たわけで ある。

　しかし韓国 の場合、消費者金融の 概念が不明瞭

なばか りでな く、制度的にも明確 に整備さ れ て い

ない 。 制度金融機関と して は銀行などの金 融機関

のほ か に、いわゆる 与信専門金融機関に属 する 割

賦金 融会社、ク レジ ッ トカ
ー

ド会社などが部分的

に消費者金融に絡ん でい るが 、消費者向け融資 な

ど日本の消費者金融業に当るものは 、 非制度金融

機関の性格をも っ て いるフ ァ イナン ス会社などが

中心的な役割を遂行 して いる 。 この ように 、 制度

金融機関が増加する消費者金融の ニ ーズを充足す

る ことができ なか っ たため、そ の ニ
ーズを主に非

制度金融機関 （lnformal　 Financial　 lnstitution）

が担当して いる。つ ま り、金融制度改革が進展し

てい るにもかかわ らず 、一
方では金 融の 二 重構造

が存続 して いる。した が っ て 、韓国にお ける金融

制度改革の過程で の消費者金融の問題とその特徴

を理解するためには 、 まず非制度金融市場が存在

する構造的要因とその変遷過程、それに対応 した

政府の対応策などを、金融制度改革の展開ととも

に分析しな ければな らない 。

1．私金融市場と消費者金融

　発展途上 国型の金 融制度 におい て、も っ とも重

要な特徴の
一

つ と して あげ られるのは金融の 二 重

構造である 。 これは発展途上国の特徴的な現象 と

もいえる金融抑圧の結果、一般銀行、政府系銀行

とい っ た 「制度金融市場 （Formal 　 Financial

Market）」では満たされない貸付資金の超過需要

が生 じたため、それを補 う市場と して政策当局の

諸規制措置が直接的影響 を及 ぼさな い 大規模な

「非制度金融市場 （lnformal　Financial　Market）」

が形成されたとい うことを意味する〔5〕
。

　韓国における私金融市場は、仲介機関、借入者

および資金供給者の特性によっ て大きく五 つ の形

態に分けるこ とが で き る
〔6｝

。   親族、友人などが

貸 し手 となる非営利的性格を有する原始的な個人

信用 市場 （Rudrmentary 　 Private　 Credrt

Market）、  頼母 子講の
一種である契市場 （Kye

Market）、  無尽などに代表される準制度金融市

場 と し て の 灰 色金 融市場 （Grey 　 Financial

Market ）、  短期金融市場と して の機能を果 たす

非公式手形市場 （lnformal　BiH　Market）、  大規

模な短期資金を取 引する非公式ブロ ーカー信用市

場ともい うべ き私債市場 （Curb 　Market ）などが

それに当る。そ のな かで 、特に消費者金融に係わ

るのは前者の三 つ である。

　まず個人信用市場の場合、主 な借 り手は中小企

業と消費 目的の家計で あり、取引される金融商品

は 約束手形、事後日付小切手な どの本源的証券で

あ る 。

一方、貸 し手は 自己資金を非営利的に貸 し

出す友人、親族、そ して地方の金貸 しなどで ある 。

この市場の特性の
一

つ は、借り手 と貸 し手の 間に

専門的な仲介者が存在 しない ため 、大部分の資金

が担保な しに個人的なベ ース で供給さ れることで

ある 。 そ こで 、 利子率は相対的に高 く、しかも多

様である 。 契市場は、もともと相互扶助の精神の

下 で発展 して ぎた頼母子講の
一種と して小額の 預

金をプー
ル し、貸出を多額にする機能を有してい

る
｛7 ）

。 この よ うに歴 史が古い契市場は、現代社会

で は、高進する インフ レや統制の厳 しい制度金融

の 下において 、借金 や資金運用を する庶民達の 自

衛的金融手段と して盛ん にな っ たので ある 。 その

規 模 につ い て の 正確な測定 は不可能で あるが、

1971 年の調査によれば、調査対象家計の 65 ％

ほ どが契市場に参与 している 。 その当時、契市場

が消費者金融の中心的役割を遂行 して い たこ とが

わかる 。 しかし、この資金は消費目的に使用され

るばか りでな く、契市場以外の 市場でさ らに運用

される割合も40 ％ ほどを占めて い る 。 つ ま り、

契市場の 資金の
一部は企業部門に直接に、あるい

は契市場以外の私金融市場に供給されて い たの で

ある 。

一方灰色金融市場は、三 つ の形態の 私的信

用機関から形成されたが、これ らの機関は制度金
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融市場と私金融市場の 中間段階として活動 して き

た。相互金 融機関であ っ た無尽、私的金融会社あ

るい は庶民 金庫、そ して漁村の短期金融を仲介す

る個人金融仲介機関と して の客主などがそれに当

る。ところ で、客主 を 除いて 他の機関は 、 日本植

民地支配下の 1931 年に 「朝鮮無尽業令」の制定

によ っ て会社形態を取 り活動 したが、 1961 年以

降は商法上の会社形態を取るこ とにな っ た 。 この

ように、制限された とい う意味で は公的規制を受

ける信用機関であ っ た とい えるが、銀行法に基づ

く認可を受けなか っ たため 、通貨当局の 規制から

除外された 。 これ らの機関の貸付資金規模は 、 私

金融市場の総信用量の996ほどで ある 。 この よう

に、発展途上国型の 経済発展を追求 して きた時代

であ っ た 1970 年代 まで は、金融の 二 重構造の下

で今日の消費者金融に当る ものの す べ て が私金融

市場で形成さ れたこ とがわ かる。

2．金融制度改革と消費者金融の展開

（1）1970 年代における金融制度改革と消費者金融

　大規模な私金融市場の 存在は信用 の転嫁度を高

める と同時に、政府の金融介入 に対する 有効性 と

金融市場の 多様化推進に歯止めをかけた 。そ う し

て 行われ たの が 1972 年の い わ ゆ る 「8．3措置」

である 。 韓国の政府当局 は 1972 年 8 月 3 日、い

わゆ る 「8 ．3措置」とい われる私金融の 凍結令 を

出 し、強権をも っ て私金融の抑制を行 っ た
〔8｝

。 こ

の 「8．3措置」は 「金融秩序を攪乱させ て健全な

企業風土構造を阻害 して きた高利私債の 凍結」を

主な骨子 とする「経済の 安定 と成長 に関する大統

領緊急命令」 によるもので 、 このように韓国政府

が資本主義の市場原理に反する方法を選択 した背

景は 、 大き く三 つ に分けて みるこ とが で きる 。  

短期的には民間企業の投資を促進 して景気回復を

図る ことで あり 、 長期的には企業財務構造の改善

を通 して実物経済の問題 を打開するこ と、  産業

構造を重化学工業中心に改編するため には政府の

積極的な支援が要求されたこと 、   金融構造の側

面 として 私金融市場を制度市場へ 吸収す る ことな

どがあげられ る 。 しか し、「8．3措置」以降私金融

市場は
一

時的に機能を停止 して いたが、根本的な

発生要因も しくはその経済的な潜在力まで消失す

ることはなか っ た 。 結局 、 同措置の発令から 1年

が経 っ た 1973 年には、第 1次オイル ・
シ ョ ッ ク

とともに再びその姿を現わすことにな っ た 。

　
一方、金融制度における 「8．3措置」の 意義は、

各種の 非銀行金融機関の 開発 を通 して、金融機関

が本格的な多様化の 段階に入る契機を設けた こと

であ る 。 ソ ウルな どの大都市で流通 して いた大規

模な私金融を制度金融市場 へ 吸収するため 、 投資

金融会社をは じめ相互信用金庫と信用協同組合が

新設され、投資信託会社の新設な どの資本市場の

育成が行われたの である 。 その中で も、特に相互

信用金庫と信用協同組合は 、契市場 、無尽などを

通 して主に庶民と小規模の企業へ 資金を供給して

きた私金融を 、制度金融へ と吸収する た め設立さ

れた庶民金融機関である 。 しか し、こ れ らの金融

機関は設立初期におい て無理な経営と運用の未熟

で、一部の信用金庫が経営難 におちいるなどさま

ざまな問題をもた らしたため、契市場などが遂行

して きた役割をうまく代替するこ とがで きなか っ

た。

　私金融市場は制度金融市場に対 して 補完的な機

能を果た し、分断され て き た各種の金融市場を結

合させ るこ と によ っ て 、国家財源の相当な部分を

収益率の 高い 部門 へ 配分させるこ とに寄与 したと

い えよ う 。 同時に、各種の 大型金融事故を招き金

融秩序を混乱させたことも事実である 。 その代表

的な 例が、 1982 年に発生 した 巨額手 形詐欺事件

で ある
（9 ｝

。 こ の事件は、「8．3措置」以降
一
時的に

姿を潜めた私金融市場が再び現われ た ことを意 味

するもの であ り （表2参照）、
一
方で は私金融取引

の 危険度が 顕著 に高ま っ た と い う こと を示 唆 し、

私金融市場を萎縮させる直接的な契機を設けた 。

（2）1980 年代にお ける金融制度改革と消費者金融
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　 1980 年代以降、韓国は開発戦略の 方向転換、

金融自由化と国際化の 進展な どの 環境要 因によ り

金融制度全般にわたる構造的改革を施行 した 。す

なわち 、 開発戦略の中心目標は従来の高度成長か

ら安定 へ 、開発体制も政府主導から民間市場機構

へ と転換され、対内的には金融自由化が、対外的

に は開放 と国際化 がそれぞれ進展 したの で ある 。

特に 1986 年を契機と して、高度成長 、経常収支

の黒字へ の転換、物価安定とい っ た三 つ の条件を

同時に達成した 1980 年代後半にお いて は、資金

需要の 多様化、国民所得の 向上 、 金利選好の高ま

り、加えて国内金融市場に関する国際的統合圧力

などの諸要因によ っ て、非銀行金融機関と資本市

場中心の市場指向的な金融制度改革が一
層進め ら

れたの である 。 こ うした 1980 年代にお ける 金融

制度改革の進展は、先進国のそ れと は初期の 金融

構造の違いばか りでな く、金 融改革の 実施に踏み

切る動機とその 背景、主体な どに顕著な相違が あ

るもの の、家計と企業などの非金融民間部門の規

制回避的、あるい は市場指向的、金融行動に基づ

いて、非金融機関と資本市場 により主導されたと

い う面で、市場指向的性格を呈 して いるとい うこ

とにそれなりの意義がある と思われ る。

　こ の よ うに、家計と企業な どの非金融民間部門

の 主導によ り市場指向的な金 融制度の 改革が 進め

られる 中で 、所得水準の 向上 とそれに伴 う金 融ニ

ーズが多様化さ れるに つ れ、制度金 融機関を中心

に消費者金 融に対する 関心 が高ま る こ と にな っ

た 。 そ れに とも な っ て 、不良債権で悩まされ てい

た銀行と相互信用金庫な どの金 融機関は小売 り金

融 （Retail　 Banking ）に関心 をも っ て 消費者向

けの貸出業務を 強化 した。特 に銀行は 、兼業業務

と して クレジ ッ トカ
ー

ド業務へ 本格的 に参入 し始

めたの である 。 また国内系あ るい は外資系の専門

クレ ジ ッ トカ
ー

ド会社が相次 いで設立 され、キ ャ

ッ シ ュ サ
ービス 、カ

ー
ドロ ー

ンな どの業務を取 り

扱 っ た 。 しか し、1980 年代にお ける韓国の消費

者金融は、制度 的に明確に整備され て いない ばか

りで なく、専門的な取 り扱 い機関な しに消費者向

けの資金貸出、住宅資金貸出、ある い は会員向け

の小額貸出、カ
ー

ドロー
ン、私金融な ど、初歩的

な水準に過ぎな か っ た。にも かわ らず 、1970 年

代まで契市場など私金融を中心に維持 して きた消

費者金融が 、 私金融市場の崩壊とともに市場指向

的な金融制度改革が進展されるにつ れ、制度金融

機関中心に転換 し始めた ことは、それな りの意味

をも つ 進展である とみ られる 。

（3）1990 年代における金融制度改革と消費者金融

　 1990 年代以降 、 韓国は本格的な金融規制緩和

と金融再編成として特徴づ けられる金融制度改革

の過程に再 び巻き込まれる こと にな っ た 。 そ れは

WTO 体制のス タ
ー

ト、　 OECD 加盟 な どの マ ク ロ

経済の開放体制へ の転換 とい うマ クロ経済的要因

のほ かに、所得増大に伴う需要者の ニ
ーズの変化、

金 融 ・資本市場の 開放圧力と先進諸国の 金融市場

間の統合 トレン ドなどに伴う国内外金融市場の 統

合圧 力の力口重などの諸要 因 によ りもた らされた も

ので 、韓国 の金融シス テム は大き な転換期を迎え

る こ ととな っ た。つ ま り、政府主導 による規制中

心 の体制か ら市場主導によ る規制緩和の 体制へ と

移行 し、金 融市場にお ける主導的な主体も、政府

→ 金融機関 の供給側面 中心か ら金融機関 → 金融機

関需 要 者の 需 要 側面 中心 へ と転換 して い くに つ

れ、銀行か ら非銀行金融機関およ び資本市場へ と

移転 してい っ た。また 、金 融制度の 形態も専業主

義的傾向か ら兼業主義的傾向へ 変化 して い っ た 。

　 こ の よ うな 金 融 制 度 改 革の 週 程 の な か で 、

1993 年 8月 12日 、 韓国政府は 「金融実名取引お

よび 秘密保障に関する大統領緊急命令」により、

いわ ゆる 「金 融実名制 （韓国版 グリーン ・カー ド

制）」を 実施 した 。 金融実名制 とい うの は、一言

で いえ ば、金 融取引を取引者の実際の 名義によ り

行 うもの で 、金 融取引の実名化を義務化する法律

的措置を設けることを意味する 。 こうした金融実

名制を実施 した背景は、次の通 りである 。 すなわ
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ち 、 それ まで韓国で は 、 本人の名義で はない 架空

または借用名義による金融取引が黙認されて きた

ため 、 金融機関を利用 した地下 金融取引と不 法資

金の洗浄が盛んに行われ、これが金融秩序を乱し、

ひい ては脱税と政経癒着を助長 し、社会の腐敗構

造を深める要因とな っ て いた 。したが っ て、韓国

政府は グロ ーバル型金融シ ス テムの 到来の 際 に、

金融取引の正常化と社会正義の実現の ために金融

実名制 が必ず実施されな くて はな らな い と判断

し、これ を電撃的に実施 したわけであ る。この よ

うに金融実名制は、架空 また は借用名義による 巨

額預金と私金融資金を制度金融市場に吸収す る と

同時に、健全な金 融秩序を確立 し、金 融取引の 透

明性の確保、金融機関の金融仲介機能の 強化など

を目的と して実施したもの で、韓国の 金融制度の

変化に大きなインパ ク トを与え た 。 消費者金融も

その例外ではな か っ た。すな わち 1993 年 に金融

実名制の 実施によ り私金融市場の役割が よ り
一

層

弱化せざるを得なくな っ たため 、 この 私金融資金

を陽性化するとともに個人事業者および中小企業

に資金支援を目的として 、フ ァイナンス会社が金

融機関の子会社の 形態で設立された 。

　
一
方、 1997 年の 「与信専門 金融業法」の 制定を

契機と して 、い わ ゆる与 信専門金融機関 （Non −

Bank　 Finandng 　lnstitution）の再編成が進 め

られ、消費者金融が より強化される こ と にな っ た。

前述 したようにクレジ ッ トカ ー ド会社な どが与信

専門金融機関と して部分的に消費者金融業 に参入

してい た 。 ところで 、金融市場開放 により割賦金

融業、クレジ ッ トカー ド業などにも外資系の参入

が相次 ぎ、国内の 関連機関が伸び悩ん でいた 。 そ

こで 、これ に対応す る た め制定され た のが 「与信

専門金融業法」であ る 。 この法律 によ れは 、与信

専門金融業は預金以 外の 方法で資金を調 達 して、

貸出あるい は保証 など、各種の与信サ
ービスを提

供している金融業と して定義され てい る 。 また与

信専門金 融会社は、自己資本金の規模によ り割賦

金融、クレジ ッ トカ
ー ド、リー

ス 、ベ ンチ ャ
ーキャ

ピタルなどの多様な業務に参入する か、ある いは

特定業務に専門化するかを選択する こ とができ る

（自己資本金 1，000 億 ウォ ン以上は前述 した す べ

ての 業務、三 つ 以上の業務は自己資本金 400 億ウ

ォ ンで、二 つ 以下の 業務は 自己資本金 200 億ウ ォ

ン で 、それ ぞれ 営む こ とが で きる ）。こ のよ うに

与信専門金融業法の制定 を契機に、参入規制の緩

和、財閥系の 新規参入許容、条件に伴 う業務選択

な ど他の 金融機関 に比べ 規制緩和が成されたた

め 、財閥系が新規で参入 するなど業界の大型化が

進む一方、最近で は個人向けの 貸出に本格的に進

出す るな ど、消費者金融部門 に力を入 れている 。

　通貨危機 を経験 した 1998 年以降は、企業向け

の貸出によ り巨額の 不良債権iに悩ん だ銀行も個人

向けの信用貸出を強化 したその ほか に 、相互信用

金庫、信用協同組 合な どの庶民 金融機関 も消費者

向けの小額貸出を取 り扱うな ど、消費者金融部門

をよ り強化している 。 この よ うに 1990 年代以降、

韓国の金 融シス テム が市場型 シス テムな い しグロ

ーバル型シ ス テ ム へ の再構築を余儀な くされ てい

るなかで 、 程度と形態の差異があ るもの の、消費

者金融に係わる部門におい て もさまざまな変化が

あ っ たことが分かる 。

皿 ．韓国におけ る消費者金融の特徴と問題点

　一日本との比較を 中心に
一

　消費者金融に関する概念や それ に関わる制度お

よび参力口者など は 、 それぞれ の 国によ っ て差が あ

る 。 日本の場合、一般の消費者 にその個人的な用

途 に供するため の資金 を融資する こ とを消費者金

融として規定 し、銀行な ど金融機関が 行うものの

ほかに、クレジ ッ トカー ド会社、信販会社 、 消費

者金融会社などの行 う消費者向け小口貸付が含ま

れ ている 。 そ のなかで も特に1貸金業法により規

制される消費者金融会社が中心的な役割を遂行 し

て い る 。 それに比べ て韓国の場合 、 制度金融機関

が増大する消費者金融の ニ ーズを充足する こ とが

で きなか っ たため 、 その ニ ーズを主に非制度金融
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機関が担当す る ことによ っ て、金融制度改革が進

展 している にもか かわ らず 、一
方で は金融の 二 重

構造が存続 してい る。最近の動きをみ る と、制度

金融機関としては銀行 、 相互信用金庫、信用協同

組合などの金融機関の ほか に 、 い わゆる 「与信専

門金融業法」によ り設立された与信専門金融機関

に属する割賦金融会社、クレジ ッ トカー ド会社な

どが消費者金融 に力を入れて いる も のの 、消費者

向け小口貸付などに つ いては 、非制度金融機関の

性格をも つ フ ァ イ ナ ン ス会社な どが中心的な役割

を遂行 して いる
｛1°）

（表3参照）。

　と こ ろで 、韓国におい て消費者金融の 中心的役

割を遂行 して い るフ ァイナ ンス会社などは、さま

ざまな社会的問題を引き起 こ した 。 通常、フ ァ イ

ナン ス、キ ャ ピタルあるい はフ ァ クタ リン グな ど

の商号 を使用 して いる これ らの会社は （以下で は

フ ァ イナ ン ス会社 と呼ぶ）、設立資本金 5，000 万

ウ ォ ン さえ充足す ればだれ で も税務署 へ の申告 に

よ り設立 す る こ と が で きたため 、私金 融業を営ん

で いる私債業者の 多数が フ ァイナ ン ス 会社へ と転

換 した。特に 1997 年の 通貨危機以降、銀行、総

合金融会社、信用 金庫な どの不 良金融機関が整理

される ことを契機に、この フ ァ イナ ンス 会社は急

激に増力口したのであ る。その ため、資本金 100 億

以上の銀行、証券などの金融機関および 大企業の

系列会社が 24 社あ るものの 、 その他の590 余社

は私債業者から転換 した中小企業ない し零細企業

で ある 。 このように、フ ァイナンス会社は出資関

係により資本金規模が異なる ばか りでな く、資金

調達ない し営業方法においても差異 がある 。 つ ま

り、 大企業あるい は金融機関が出資 したフ ァ イナ

ン ス会社は、親会社あるいは銀行などの 金融機関

か ら資金を調達 し、 個人あるいは中小企業向けの

貸出に資金を運用 して いる 。 反面 、個人が最大の

株主であ っ たフ ァ イナンス会社は一般人を対象に

資金を集め 、 個人あるい は零細事業者などに高い

利子で貸出をするばかりで なく、ベ ンチ ャ
ー企業

あるいは株式 、 債券などで 運用 して い た 。 社会的

に問題 にな っ たのが後者のフ ァ イナンス会社であ

D 、特に後者の フ ァ イナンス会社は地域密着型の

営業を指向した ため 、地域によ りそ の弊害が異な

っ たのである 。

　このフ ァイナ ン ス会社の問題は 、関連法規の未

整備にともない株主保護 、 企業経営の管理および

監視機能の不備か ら生 じてい るといえる 。 すなわ

ち、多数の フ ァ イナ ンス会社は受信機能がないに

もかか わず、出資金の形態で 大規模な資金を集め

て、そ の資金を個人向けの貸出以外に流用す るケ

ー
スが 多か っ た。通貨危機の 影響で資金事情が非

常に悪か っ た ］998 年までは 、年利 25 〜300／oと

い う高配当を保証する条件で 資金を集めて も、そ

れ以上の 収益を達成するこ とができた 。 しか し、

1999 年に入 っ て か らは金融緩和が進むに つ れ、

高金利基調が低金利基調 へ と転換して ゆき、高金

利で 集めた資金を赤字をださ ず に運用す る こ とが

で きな くな っ た。そ して 、多数の フ ァ イナ ン ス 会

社が破産する はか りでな く、資金を流用 して逃避

するケース も発生 した 。 その 代表的な例が三扶フ

ァ イナ ン スの公金流用事件である
（m

。 この よ うに、

多数の フ ァ イナ ン ス会社が本来の設立 目的か ら外

れて、不正 に資金 を調達 ・運用す るこ とに よっ て

発生 した金融事故が大き な社会 的問題 にな っ た 。

そ こで韓国の 財政経済部 （日本の大蔵省 に当る）

は 、 1999 年9月20 日に 「類似受信行為の規制に

関する法律」を発令 して 、不 特定多数を対象に出

資金以上の資金を集めた り、ある いは預
・
積金な

どの形で毎月 お金を預 け受けるな ど、フ ァ イナ ン

ス会社な ど が受信行為 を遂行す る こ とを 禁止 し

た 。 これによ っ て 、フ ァ イナ ン ス会社は再編成を

余儀な くされ た 。 私債業者か ら転換 した フ ァ イ ナ

ンス会社はその 多くが淘汰 さ れた。大企業ある い

は金融機関が出資 した フ ァ イ ナ ンス 会社は与信専

門金融機関に転換 した り、あ るい は社名だ けを変

えてそ の まま存続 する場合が多 か っ た 。 しか し、

そ れだけで はフ ァ イナ ンス会社の問題、ひいて は

消費者金融の 問題 を根本的に解決で きな い という
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声が高い 。 とい うの は 、 淘汰 されたフ ァ イナンス

会社の相当の数が私金融市場で 再び活動す る こと

になろうと予想されたか らで ある 。 これ は、韓国

で 私金融市場が存在する構造的要因のひ と つ が 、

制度金融市場によ り満た さな い ニ ッ チ マ ーケ ッ ト

（Niohe　Market）を私金 融市場が資金 需要の特性

につ れ多様な金融手段を提供することにより補完

していた、とい うことか らも裏付けられる 。 消費

者金融もその例外ではない 。

　今後、日本の 経験か らみ る よ うに、韓国の場合

も金融制度の側面で消費者金 融の問題を体系的に

再検討 しなければならないだろう。 そのためには、

何よりもまず消費者金融に対する概念 と役割を明

確に した上で 、日本の 貸金法 （貸金業の規制等に

関する法律）のよ うな法制の整備を講 じる べ きで

あろ う。最近、韓国で も外資系の資金が消費者金

融向けに投資されるな ど、消費者金 融を め ぐる競

争がますます激 しくな っ て い る 。 その なかで 、特

に 日本式の 消費者金融業が急速 に広がる に つ れ

て、消費者金融の 関連機関に大きな イ ンパ ク トを

与えている 。例え ば、2000 年には、Progress、

Century　Seoulなどの消費者金融会社二 社が日本

企業の資金により設立されており 、 既に日本企業

の資金によ り設立されたANOinternationalなど

の五社も日本から 11000億ウォ ン以上の資金を導

入 して消費者金融業を拡大 してい る
（12 ）

。 こうした

日本系の消費者金融会社は 、典型的な日本式の消

費者向け金融サービス を駆使 して相当な収益 を上

げてい るばか りか 、 韓国の 消費者金 融市場の 相当

な部分を占めてい る 。 こ のような日本系の進出に

対して 、一部の信用 金庫を中心とする韓国の消費

者金融関連機関は、日本の 消費者金融会社を始め

とする 外資系との資本提携を通 じて先進技法を導

入 しようとして いる 。 しか し、それだけで は消極

的な対応策にすぎない 。 韓国の消費者金融業がも

つ 根本的な問題点は、種々の制度金融機関が消費

者金融業に参入 して いるものの 、私金融的な性格

の非制度金融機関を除けば消費者金融業を専門的

に取り扱う機関がない とい うことである。そこ で、

消費者金融業を専門的に取 り扱う機関を制度金融

市場に吸収する た めに は貸金 法の導入が行われる

べ きであ り、 ひいて はこれを根幹に して制度金融

機関あるい は外資系との 競争を通 じて韓国の 消費

者金融業がますます発展することになろ う 。

お わ りに

　日本の経験か らみ る と、消費者金融業は非常に

需要主導的でか つ 革新姓が強い分野で ある 。 この

ため 、金融 ヒ ッ グバ ン を契機 に銀行などの金融機

関、外資系などが消費者金融業へ の参入を図 っ て

いる 。 それに比べ て韓 国の場合、金融制度改革が

進展 して いる にもかかわらず、消費者金融に対す

る概念が不明瞭なばか りでな く、制度的にも明確

に整備さ れ て いな い。したが っ て 、制度金融機関

が消費者金 融の ニ
ーズを充足す る こ とが で きな か

っ たため、その ニ ーズ を主 に私金 融的な性格の 非

制度金融機関が担当する ことによ っ て、一方で は

金融の 二 重構造が存続されてきた 。

　 しか し、韓国の場含も所得水準の 向上とそ れ に

伴 う金 融 ニ ーズの 多様化な ど に起因 して、増大す

る消費者の金融ニ ーズ に対応せ ざるを得ない状況

に直面 して い る 。 そこで、金 融の二 重構造の性格

が根強い 消費者金融の 問題を金融制度の側面で 体

系的に再 検討 しなければならない 。 何よりもまず 、

金融制度上における消費者金融の概念と役割を明

確に設定する ことが肝要で あ り、そ の上で 日本の

貸金法 （貸金 業の 規制等に関す る法律）の よ うな

法制の整備など、規制制度を講 じるべ きであ ろう 。

　貸金法が導入される こと になれば、韓国の消費

者金融業も消費者金融業を専門的に取り扱 う機関

を制度金融市場に吸収する こ とがで きる はか りで

な く、 これを根幹にして制度金 融機関あ るいは外

資系との 競争 、あるい は提携などを通 じて 健全な

発展に向けて再ス ター トす る こ とが できよ う。
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【注】

〔］）

金融監督院東京事務所 「日本 ノ貸金 業制度現況」『金融監督情報』第2000 −28 号 、金融監督院 、

　　2000 年、76 ペ ージ 。

c2） 金融監督院菓京事務所、前掲書、77 ペ ージ。

〔3）

大野和幸、福井　純「消費者金融の真実」『週刊東洋経済」 1999 年4月 3日号 、 14 ペ ージ 。

（4）

岩田昭男「日本版ビ ッ クバンによ っ て進化する消費者金融」ダイヤモ ン ド企業　経営研究会編 『どこ

　　まで伸びる消費者金融』ダイヤモ ン ド社、 1999 年、67 −69 ペ ージ。

C5〕
通常韓国で は、「非制度金融市場」を私金融市場と呼ぶこ とか ら、以下で は私金融市場と称すること

　　にする 。

 

　 実際に、私金融市場を明確に区分することは 、容易で はない 。 私金融市場と制度金 融市場の間に資

　　金の流れが形成されている ように、私金融市場の間で も資金が移動する 。 ここで 、 このように区分

　　した目的は、消費者金融に係わる私金融市場の構造的特性を明らかにするためで ある 。

c7｝ 契 （Kye）の歴史 は古い。契 （Kye）は、高麗
・朝鮮時代 に徴兵の代わりに布を農民か ら献納させ

　　た 時、こ の力口重な負担に悩んだ農民 が、地区 こ と に基金を集め、それ を元手に収益をあげて軍布を

　　納めたと い う相互扶助組織で あ っ た という こ とか ら、その 由来を見い だす こ とがで きる 。契 （Kye）

　　の 仕組み とモ デルケー
ス に関する具 体的なこと は、後藤猛 『韓国の 経済金融証券市場』成甲書房 、

　　1985 年、99 −104 ペ ージ参照 。

CB｝
「8 ．3措置」の主な内容は次の通 りで ある 。   1972 年 8月 3日 0時を基準に、すべ ての私金融の債務

　　関係を凍結する。  私金融取引に係わ る借り手お よび貸し手は、1972 年8月9日まで私債額を申告

　　する 。   申告された私金融に つ いては月利 1．3596で 3年据え置き 5年に半年毎の均等償還 とする。

C9）
こ の 事件は、資金事情が窮迫した い くつ かの上場会社に接近 して 巨額の私債を貸付けた こ とか ら始

　　ま っ た 。 ところで 、貸し手が貸付総額に対 して四倍余 りもの 巨額の 手形をその企業に発行させ て担

　　保に取 っ て いた とい うことが金融事故の 原 因とな っ た 。 つ ま D 貸 し手 がこの手形を期日前に市場で

　　売 っ て しま っ たの が問題を招いた 。これ は約束違反であ り、手形の 発行則と しは予期しない 巨額の

　　手形決済が回 っ て くるわけで あ る。な かで も、巨額の手形を発行させ られていた会社は、たち まち

　　不渡り発生とな っ た 。 これを契機 に多数の企業が倒産 し、そこ に巨額の融資を していた銀行も大損

　　害を受けて銀行長が辞任し、手形市場、私金融市場も大混 乱に陥る こと にな っ た 。

〔1°）

フ ァ イナ ンス会社は信用取引を定着させ る に寄与 したと いえよ う 。 特に 自己信用 で資金を設け、個

　　人あるいは企業に信用に基づく資金 を貸出することによ っ て、信用取引が増大 した 。

〔1D
これは、三扶フ ァ イナ ン スの会長が 796 億ウ ォ ン以上の

一
般投資家の資金を個人活動費や生活費に

　　使用するな ど、1，100 億 ウ ォ ン の会社の公金 を流用 した事件である 。

e2 ）
毎日経済新聞 （2000 年8月6 日）参照 。
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表 1　 日本の消費者ロ ーン における形態別信用残高推移

（単位 ：億円）

1998 年 1999 年 1998 年 1999 年

百貨店 30 32 商品割賦購入斡旋業者等 875 Lo19

量販店 116321 ，664 流通系クレジ ッ トカ
ー

ド会社 5，415 6，173

通信販売会社 251 280 電気メ
ー
カ
ー
系クレジッ トカ

ー
ド会社 333 339

サ
ー

ビス 小売 り業者等 393 42 自動車メーカー系販売金融会社 フ3 61

信販会社 4．9683 ス 278 銀行系ク レ ジ ッ トカー
ド会社 6 、910 7，477

中小小売り商団体 113461 、403 民間金融機関 262 ，502251 ，897

信用保証会社 27 23 消費者金融会社 59 ，63465 ，179

（出所）日本ク レ ジ ッ トカ
ー

ド産業協会 『日本の 消費者信用統計 （平成 11 版）』

表2　私金融規模の推移

（単位 ： 10 億ウォン、Olo）

1972 年 1980 年 1985 年 1987 年

私金 融規模　　 （A ） 3461 6982 1、1552

銀行貸出金 　　 （B） 1β6110 ，48931 β 1143 β 50

総通貨　 （M2 ）3 （C ） 1，452 1253528 ，56540278

A ／B 　 　　 　 （％ ） 25 ．4 6，7 3．7

A／C　 　　 　 （％ ） 23 ．8 5．6 4．0

（注）

（出所）

1，1972 年「8．3措置」当時、企業が申告 した私金融の規模。

2，家計金融の実態による企業私債規模の推定値。

3．総通貨は末基準 。

韓国銀行 『調査 月報」各号。

崔　　洸 『韓国ノ地下経済二 関スル研究』韓国経済研究院、1984 年。

表3　韓国の消費者金融業の仕組み

銀行金融機関 ；
一般銀行な どの 少額貸出

制度金融機関 非銀行金融機関 ：相互 信用金庫、信用協同組合などの少額貸出

与信専門金融機関 ：カー ドローン 、消費者向けの少額貸出

非制度金融機関 フ ァ イナ ン ス会社、私金融な どの 個人向けの 貸出

（出所）現代経済研究院 『国内消費者信 用 の 体系』に 基づき 、筆者が 修正 ・
補完 して 作成
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